
提

出

者

若

井

康

彦

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
提
出

質

問

第

九

九

号

裁
判
員
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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裁
判
員
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
裁
判
員
制
度
」
を
導
入
す
る
た
め
の
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
が
、
今
国
会
で
成
立
す
る
見
通

し
だ
。
同
制
度
は
司
法
改
革
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
国
民
の
参
加
に
よ
り
「
開
か
れ
た
司
法
」
を
目
指
す
も
の
と
理
解
し
て

い
る
。
し
か
し
、
「
法
務
大
臣
が
同
法
施
行
前
の
改
正
に
言
及
し
法
案
の
不
備
を
認
め
た
」
（
平
成
十
六
年
五
月
十
二
日
付
け

読
売
新
聞
朝
刊
）
と
報
道
さ
れ
る
な
ど
、
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
五
年
間
の
周
知
期
間
を
設
け
て
い
る
と
は
言
え
、
重

い
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
一
般
国
民
に
対
し
、
ど
の
程
度
同
制
度
を
理
解
さ
せ
た
の
か
、
国
民
的
な
十
分
な
論
議
が
さ
れ
た
の

か
、
ま
た
裁
判
員
の
辞
退
理
由
の
具
体
的
な
基
準
な
ど
も
明
ら
か
に
さ
れ
ぬ
ま
ま
制
度
の
導
入
の
み
が
先
行
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
の
危
惧
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
同
法
成
立
後
、
同
法
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
ま
た
、
裁
判
員
選
任
辞
退
の
要
件
や
罰
則
な
ど
に

つ
い
て
国
民
か
ら
の
強
い
改
正
要
望
が
あ
っ
た
場
合
、
同
法
施
行
前
で
も
法
改
正
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

二

国
民
に
重
い
義
務
を
課
す
同
法
案
に
つ
い
て
、
政
府
は
提
出
前
に
ど
の
よ
う
な
形
で
国
民
か
ら
意
見
を
募
り
、
周
知
を

図
っ
た
の
か
。
ま
た
国
民
的
な
論
議
を
ど
の
よ
う
な
形
で
行
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
は
同
法
の
趣
旨
を
十
分
に
理

一



解
し
た
と
考
え
て
い
る
の
か
、
論
議
は
十
分
に
尽
く
し
た
と
考
え
て
い
る
の
か
政
府
の
考
え
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

各
種
世
論
調
査
で
は
、
半
数
前
後
が
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
肯
定
的
で
あ
る
も
の
の
、
八
十
四
・
二
％
が
「
自
分
は
裁
判

員
に
は
な
り
た
く
な
い
」
（
平
成
十
六
年
二
月
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
調
査
）
と
回
答
す
る
な
ど
、
自
ら
が
裁
判
員
に
な
る
事
に
否

定
的
な
声
が
強
い
と
理
解
し
て
い
る
。
政
府
の
見
解
と
、
対
応
を
伺
い
た
い
。

四

裁
判
員
制
度
の
中
で
、
一
般
国
民
に
特
に
関
わ
り
と
関
心
が
持
た
れ
る
と
思
わ
れ
る
「
辞
退
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
同
法

案
第
十
六
条
で
そ
の
骨
子
は
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
今
後
の
政
令
で
定
め
ら
れ
る
と
理
解
し
て
い
る

が
、
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
に
も
早
急
に
そ
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
と
方
針
を
示
さ
れ
た

い
。

五

「
辞
退
理
由
」
に
つ
い
て
、
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
「
思
想
信
条
の
自
由
」
や
、
「
良
心
的
拒
否
」
、
「
宗
教
上
の
理
由
に

よ
る
拒
否
」
な
ど
は
ど
の
範
囲
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
か
。

六

同
法
案
第
十
六
条
第
七
号
ハ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
零
細
企
業
経
営
者
な
ど
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
、
辞
退
が
認
め

ら
れ
る
の
か
。
「
著
し
い
損
害
」
と
は
具
体
的
に
い
く
ら
の
こ
と
か
。

七

同
「
ハ
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
テ
レ
ビ
番
組
「
行
列
の
で
き
る
法
律
相
談
所
」
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
司
会
者
で
あ
る
島
田
紳

二



助
氏
が
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
場
合
、
仕
事
を
理
由
に
辞
退
で
き
る
の
か
。
同
様
に
、
同
番
組
準
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
石
田
純
一
氏

の
場
合
は
辞
退
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
プ
ロ
野
球
選
手
の
場
合
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
選
手
と
控
え
の
選
手
の
場
合
、
ど
う
な
る

の
か
。
さ
ら
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
期
間
中
や
、
そ
の
直
前
に
選
任
さ
れ
た
場
合

辞
退
で
き
る
か
。
同
様
に
、
国
体
の
出
場
選
手
な
ど
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
辞
退
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

八

同
法
案
第
十
六
条
第
七
号
ニ
で
は
「
父
母
の
葬
式
」
を
例
示
し
て
い
る
が
、
他
に
何
親
等
ま
で
の
親
族
の
葬
式
が
対
象
と

な
る
の
か
。
親
族
以
外
の
葬
式
へ
の
出
席
は
ど
の
よ
う
な
場
合
認
め
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
「
結
婚
式
」
の
場
合
、
友
人
の

結
婚
式
な
ど
、
ど
の
範
囲
ま
で
辞
退
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
考
え
方
と
明
確
な
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

九

裁
判
員
制
度
で
は
「
死
刑
」
を
含
む
刑
事
裁
判
を
対
象
と
し
て
い
る
。
「
死
刑
判
決
」
の
言
い
渡
し
に
つ
い
て
は
、
高
度

な
専
門
職
業
人
で
あ
る
裁
判
官
で
さ
え
、
精
神
的
な
重
圧
を
受
け
る
と
聞
い
て
い
る
。
一
般
国
民
に
対
し
、
場
合
に
よ
っ
て

は
「
死
刑
」
の
評
議
・
評
決
を
強
い
る
事
に
対
し
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

十

ま
た
、
そ
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
裁
判
員
へ
の
報
酬
は
「
検
察
審
査
員
」
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
る
と
伺
っ
て
い
る

が
、
同
じ
立
場
で
判
断
を
下
し
な
が
ら
、
憲
法
上
そ
の
身
分
と
、
高
い
報
酬
が
保
障
さ
れ
て
い
る
裁
判
官
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

三



十
一

補
充
員
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
同
様
、
公
判
審
理
に
出
席
す
る
義
務
を
負
い
な
が
ら
、
裁
判
員
に
繰
り
上
げ
ら
れ
ぬ
限

り
、
な
ん
ら
意
見
を
表
明
す
る
事
は
出
来
な
い
の
か
。
そ
の
事
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

十
二

裁
判
員
が
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
「
公
判
は
連
日
開
廷
」
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
が
、
公
判
の
日
数
に
つ
い

て
、
平
均
、
最
長
、
ど
の
程
度
に
な
る
と
想
定
し
て
い
る
か
。
長
期
の
公
判
審
理
に
あ
た
っ
た
裁
判
員
す
べ
て
が
、
自
ら
の

本
業
を
投
げ
打
っ
て
裁
判
員
と
し
て
の
任
務
に
専
任
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
結
果
と
し
て
万
が
一
、
本
業
に
著
し
い

損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
裁
判
員
と
し
て
の
職
務
中
、
あ
る
い
は
裁
判
所
へ
の
往
路
、
復
路
に
「
労
災
」
に
相
当

す
る
事
故
に
あ
っ
た
場
合
の
補
償
等
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

十
三

「
連
日
開
廷
」
に
よ
り
、
本
来
求
め
ら
れ
る
べ
き
「
真
実
の
解
明
」
や
、
冤
罪
防
止
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
の

か
、
政
府
の
考
え
方
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


